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平成 27年 5月 20日 

各      位 

会 社 名  か ど や 製 油 株 式 会 社 

代表者名  代表取締役社長 小 澤 二 郎 

（コード:2612 東証第一部） 

   問合せ先  取締役常務執行役員管理部長 戸 倉 章 博 

   （電話:03－3492－5545） 

 

「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 

 当社は、「会社法の一部を改正する法律」（平成 26年法律第 90号）及び「会社法施行規則等の一部

を改正する省令」（平成 27年法務省令 6号）が平成 27年 5月 1日付で施行されたことを受け、本日開

催の取締役会において、内部統制システムの構築に関する基本方針の一部改定の決議を致しましたので、

下記のとおり改定後の内容をお知らせ致します。 

 

記 

業務の適正を確保するための体制 

 ①取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

ａ経営理念、企業行動憲章、コンプライアンス規程等のコンプライアンス体制に係る規程を、

取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。 

ｂコンプライアンス体制の運用と徹底を図るため、管理部門担当役員を委員長とするコンプラ

イアンス委員会を設置し、コンプライアンスの取り組みを横断的に統括する。また、コンプ

ライアンス委員会が中心となって取締役及び使用人に対しコンプライアンス教育・啓発を行

う。 

ｃ法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、コンプラ

イアンス委員会または会社の指定する弁護士を情報受領者とする内部通報システムを整備し、

内部通報規程に基づきその運用を行う。 

ｄ監査役、及び内部監査部門として業務執行部門から独立した監査室は、連携して各部門の業

務プロセス等を監査し、不正の発見・防止とプロセスの改善に努める。また、監査役及び監

査室は、コンプライアンス委員会と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。 

ｅ反社会的勢力に対しては、企業行動憲章に基づき、毅然とした態度で対処し、一切の関係を

遮断する。 

 

 ②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役の職務執行に係る情報は、文書または電磁的媒体に記録し、文書管理規程その他関係規

程に従い、適切に保存及び管理する。 

 

 ③損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

リスク管理体制の基礎として経営危機管理規程を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築

する。万一不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、会社の指

定する弁護士等社外専門家の助言を得ながら迅速な対応を行い、損害の拡大防止と、損害を最

小限に止める体制を整備する。 

 

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

ａ取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、月１回の

定例取締役会を開催するほか、必要に応じて適宜臨時の取締役会を開催するものとし、当社

の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、事前に常務以上の役員で構成する経

営会議で議論し、その審議を経て執行決定を行う。 

ｂ取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程等に
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おいて、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定め、これらの規程に 

 従って執行する。 

ｃ執行役員制度の導入により、取締役会の機能を強化するとともに、業務執行を円滑に行う。 

 

 ⑤会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社と関係会社とは、法令及び社会規範を遵守した適切な取引を行う。 

当社には現在親会社及び子会社に該当するものは存在しないが、将来において子会社等を設置 

する場合には、然るべき規程等を策定し、必要な体制等を整備する。 

 

 ⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人 

に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役は、監査室所属の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監

査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して取締役等の指揮命令を受

けないものとする。 

 

 ⑦取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制 

ａ取締役は、取締役会等において、担当する業務の執行状況を出席した監査役に報告する。 

ｂ上記 a に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求め

ることができる。 

ｃ当社は、上記の報告を監査役に行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な

取扱いを行わない。 

    

   ⑧監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

ａ当社は、監査役がその職務の執行につき、費用の前払等を請求したときは、請求にかかる費

用または債務が当該監査役の職務の執行に関係しないと認められる場合を除き、速やかに当

該費用または債務を処理する。 

ｂ監査役が職務執行に必要であると判断した場合、弁護士、公認会計士等の専門家に意見・ア

ドバイスを依頼するなど必要な監査費用を認める。 

 

 ⑨その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役会は、経営陣と定期的に意見交換会を開催し、また監査室との連携を図り、適切な意思 

疎通および効果的な監査業務の遂行を図る。 

 

 ⑩財務報告の適正性を確保するための体制 

社長の指示の下、監査室及び管理部を主たる部門として、財務報告の適正性及び信頼性を確保

するための体制を構築し、その体制の整備・運用状況を定期的に評価し、必要に応じて改善を

進める。 

また、取締役会は、財務報告に係る内部統制に関して適切に監督を行う。 

 

 ⑪反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容 

当社及びその特別利害関係者、株主、取引先等は、反社会的勢力と一切の関係を遮断している。

当社は、社団法人日本経済団体連合会が公表した「企業行動憲章 実行の手引き」（平成 22 年

9 月改訂）及び「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」（平成 19 年 6 月 犯

罪対策閣僚会議幹事会申合せ）を基本理念として尊重し、これらに沿って体制を構築し運用し

ている。当社における方針・基準等については、「経営理念」「企業行動憲章」「具体的行動に際

しての指針」において定めており、主要な社内会議等の機会をとらえて繰り返しその内容の周

知徹底を図っている。そして、「反社会的勢力対応規程」を制定し、就業規則においても反社会

的勢力に対する勤務心得を付記している。全社員が、いつ何どきにおいても、反社会的勢力が

接触してきた際に適切に対応できるよう、「反社会的勢力対応マニュアル」を制定して常に関係

遮断を図っている。また、適時（概ね年間１回）外部の講師を招き、あるいは研修教材を用い

て、当社のすべての役員、従業員を対象にした反社会的勢力との関係遮断に関する研修会を開

催している。これらの施策により、当社のすべての役員、従業員は反社会的勢力との絶縁が極

めて重要にしてかつ永遠のテーマであることを理解している。 

以 上 


